
平成      年    月    日 

東京魚市場卸協同組合 

広報文化委員会 委員長 殿 

 

                   申請者 会社名                    印  

                    住所 〒   －                         

                    電話番号    （    ）               

F A X     （    ）                    

                                  責任者氏名                    

現場責任者氏名                       

現場責任者携帯                        

 

撮 影 等 協 力 依 頼 書 

 築地市場での撮影等について、別紙企画書に基づき下記の通り取材申請致します。尚、撮影等に

あたっては、別紙「撮影に関する注意事項」および東京都の「撮影等の許可基準及び注意事項につ

いて」を遵守します。 

 

記 

１．日    時 
平成      年     月   日 (   曜日)    時    分 ～    時    分 

平成      年     月    日 (   曜日)     時    分 ～    時    分 

２．撮 影 場 所 ①せり場（           ）  ②仲卸売場   ③特定店舗   ④その他 

３．市場側協力者 

【社名及び担当者名】       

 

４．撮影内容・目的 

 

 

 

５．撮  影 方 法 

 

機  材：ＥＮＧ・ホームビデオ・スチールカメラ・その他（   ） 

撮影スタッフ：(     人) 

 

６．放送・出版予定 

番組名・紙誌名：（                         ） 

放送・出版予定：平成  年  月  日（   曜日）（放送・発行） 

午前・午後    時   分 ～ 午前・午後    時   分 

  

委員長 部次長 担当者 

 

 

 

  

＜撮影等協力依頼書提出先＞ 

東京魚市場卸協同組合 広報文化課 

TEL ：03-3547-8908  FAX ：03-3546-8284 

Mail：kohobunka@touoroshi.or.jp 

mailto:kohobunka@touoroshi.or.jp


「撮影に関する注意事項」及び撮影等協力依頼書の記入方法 

 

築地市場水産物部せり場・仲卸売場での撮影にあたっては、東京都の許可及び当組合の了承が必要で

す。下記の内容を確認・了承の上、当組合へ撮影等協力依頼書及び企画書・撮影スケジュールの提出、

並びに東京都中央卸売市場築地市場開設者である東京都(築地市場管理課庶務係 03-3547-8013)への申

請をお願い致します。 

 

【撮影に関する注意事項】 

１．原則として、魚食普及、市場・仲卸等の役割の啓蒙を目的とする撮影に限ります。（観光案内の場

合はお断りいたします）。 

２．撮影等協力依頼書及び企画書を撮影希望日の 1 週間前までにご提出ください。また、内容等によ

り更に日数を要する場合があります。 

３．年末年始の繁忙期の撮影は原則禁止します。 

４．申請以外の場所・内容を撮影することはできません。 

５．撮影時における市場内での事故及び撮影した映像・写真等に関する肖像権侵害等のトラブルにつ

いて当組合は一切の責任を負いません。 

６．卸売市場という性質上、卸売価格・販売価格等の放送・掲載はできません。画面への映り込みを含

めてご注意ください。 

７．申請は日本語での対応のみとなります。 

８．撮影時には日本語対応スタッフが必要です。 

９．撮影クルーの人数は買出人等の演者を含めて 5名以内、せり場は 3名以内です。 

10．原則、フラッシュ・照明、三脚等固定器具を用いた撮影を行うことはできません（特定店舗内にお

いては協力者と相談の上、その限りではありませんが、通路は公共エリアのため不可）。 

11．せり場の撮影は、衛生上の問題及び業務の支障等への懸念から、特段の必要性が認められた場合に

限ります。 

12．同一せり場の撮影を複数日にわたって行うことはできません。 

13．せり場では特定の人物を追う撮影はできません。撮影した映像・写真等から個人が特定できない雑

感の撮影となります。 

14．せり場の撮影は、クルー全員の長靴の着用が必要です。  

15．せり場内でレポート・インタビュー等はできません。 

16．仲卸売場の撮影時間は、原則午前 9 時以降となります（特定店舗の撮影はその限りではありませ

ん）。 

17．仲卸売場にレポーターが入る撮影については、午前 9 時以降となります（特定店舗撮影の場合も

同じです）。 

18．仲卸売場の撮影は原則として、個人が特定できない雑感の撮影となります。特定の店舗・個人及び

店頭に近付いての物撮の場合は、申請時までに各店舗の了承が必要です。 

19．撮影クルーの歩き撮り（買出人を追いながら等）はできません。 

20．ターレットトラック等の車両に撮影クルーが乗っての撮影はできません。 

21．タレントが入る撮影はできません。 

22. 生中継・LIVE配信を行うことはできません。 

 

※築地市場は首都圏に生鮮食料品を安定的に供給することを使命としております。市場業務へ支障を来

たす可能性がある、企画内容が市場との関連性に乏しい等の理由で撮影が認められないこともございま

すので、予めご了承下さい。 

 

※水産物部エリアにおいて、撮影を管轄する「広報文化委員会委員」が撮

影を注視しています。右記身分証明書を携帯していますので、注意があっ

た場合は遵守して下さい。 

 

※上記注意事項に著しく反した場合には、以後撮影のご協力をお断りすることがありますので、予め

ご了承下さい。 



 

 

【記入方法】 

１．日時：希望する撮影日時をご記入下さい。 

 

２．撮影場所：ご希望の撮影場所に○印をお付けください。 

①せり場(各せり場の場所は別紙地図参照)の撮影を希望する場合は、( )内に希望箇所をご記入下

さい（生マグロ・冷凍マグロ・鮮魚・活魚等） 

②仲卸売場（雑感撮影時） 

③特定店舗：店舗・個人が特定できる撮影(店頭撮影、インタビュー等)の場合。更に市場側協力者

への記入が必要です。 

 

３．市場側協力者：協力店舗及び担当者名をご記載ください。 

  ◯撮影した映像・写真等から個人が特定できる形で撮影を行う際は記載が必要です。 

◯買出(仕入)撮影時には、事前(申請前、当日の了承は不可)の店舗の確定及び店舗責任者への番組・

企画内容の説明・了承が必要です。 

  ◯撮影内容・時間について必ず各店舗担当者にご相談・ご確認ください。 

   

４．撮影内容・目的：撮影内容及び目的をご記入ください。詳細は別途企画書にご記載ください。 

 

５．撮影方法：該当する機材に◯印をお付けください。撮影スタッフ人数をご記入ください。 

 

６．放送・出版予定：番組名・紙誌名及び放送・出版予定年月日をご記入ください。 

 

 

 

【企画書】 

撮影等協力依頼書と別途ご用意の上、以下内容を詳細にご記載ください。 

◯築地市場水産物部エリアの撮影趣旨・意図  

◯番組名・紙誌名及び内容 

◯撮影スケジュール 

 

 

【撮影等協力依頼書提出先】 

 FAX若しくは E-mailでご申請下さい。 

確認のため、申請後、お電話での一報をお願いします。 

 

 

 

 

 

東京魚市場卸協同組合 広報文化課 

【TEL】03-3547-8908 【FAX】03-3546-8284 

【Mail】 kohobunka@touoroshi.or.jp 

  【営業日】市場開市日（休市：原則日祝及び不定期水曜日） 

【受付時間】月～金曜日 9:00～15:00、 土曜日 9:00～13:00 

 

 

（2017.11.07.改訂） 

 

mailto:kohobunka@touoroshi.or.jp

